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(57)【要約】
【課題】本発明は、簡単な構造で、従来の一般的なブッ
シングと比較して壁体内外の水の往来を効果的に防ぐこ
とができ、さらに、施工後も配管、配線の着脱およびブ
ッシングの着脱を容易に行なうことのできるブッシング
を提供することを目的としている。
【解決手段】本発明のブッシングは、壁体の外面から内
面まで貫いて設けられた孔に着脱自在に取り付けられる
エラストメリックな中空体からなり、当該中空体が壁体
に取り付けられたとき、前記壁体の孔の内周面に当接す
る円筒部と、前記壁体の外面側端部に設けられた吸盤と
、前記壁体の内面側端部に設けられた鍔部とを備え、前
記円筒体の外径が、前記鍔部から離れるにしたがって大
きくされ、前記吸盤および鍔部に前記円筒体を貫通する
ように挿通孔が設けられ、前記円筒体内面が、前記挿通
孔の内径に対して、部分的に拡大された内径を有するよ
うに形成されてなることを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
壁体の外面から内面まで貫いて設けられた孔に着脱自在に取り付けられるエラストメリッ
クな中空体からなり、
当該中空体が壁体に取り付けられたとき、前記壁体の貫通孔の内周面に当接する円筒部と
、
前記円筒部の前記壁体の外面側に設けられた吸盤と、
前記円筒部の前記壁体の内面側に設けられた鍔部と
を備え、
前記吸盤の先端部が前記鍔部の壁体との当接面より内面方向に突出しており、
前記円筒体の外径が、前記鍔部から離れるにしたがって大きくされ、
前記円筒体を貫通するように挿通孔が設けられ、
前記円筒体内面が、前記挿通孔の内径に対して、部分的に拡大された内径を有するように
形成されている
ことを特徴とするブッシング。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はブッシングに関する。さらに詳しくは、壁体の外面から内面まで貫いて設けら
れた孔に着脱自在に取り付けられるエラストメリックな中空体からなり、当該中空体が壁
体に取り付けられたとき、前記壁体の孔の内周面に当接する円筒部と、前記壁体の外面側
端部に設けられた吸盤と、前記壁体の内面側端部に設けられた鍔部とを備え、前記円筒体
の外径が、前記鍔部から離れるにしたがって大きくされ、前記吸盤および鍔部に前記円筒
体を貫通するように挿通孔が設けられ、前記円筒体内面が、前記挿通孔の内径に対して、
部分的に拡大された内径を有するように形成されていることを特徴とするブッシングに関
する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、壁の内側から外側へ、または外側から内側へ配線等をする場合、ブッシングを用
いて、外部から雨水等が侵入することを防いでいる。一般的なブッシングは、ゴム素材等
の弾性素材からなる円筒の両端に鍔が設けられたものに、挿通孔が設けられているという
構造であった。従来は、壁面に設けられた貫通孔に前記挿通孔が設けられたブッシングを
押し込み、配線等をした後に、シーリング材等で雨水の侵入を阻止していた。
【０００３】
　特許文献１には、断面形状のフランジと、套管とが一体的に形成されたブッシングが開
示されている。当該特許文献１のブッシングは、冷蔵庫の断熱壁に適用されるものであり
、断熱壁を通して冷気の漏洩防止を目的としている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－１９０８８０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来のブッシングの構造では、挿通孔が壁面に対して垂直に伸びている
だけであり、挿通孔内に水が侵入してしまった場合には、室内に水が侵入しやすい構造に
なっていた。また、鍔部と壁面とのわずかな隙間から水が侵入した場合には、室内側の鍔
部が水の侵入を防ぐことができるが充分とはいえない。また、挿通孔の入口および出口を
シーリング材で塞いでいる場合には、シーリングがはがれてしまった場合には、容易に浸
水してしまうという問題があった。さらに、シーリング材は美観の面で好ましくないとい
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う問題もあった。
【０００６】
　そこで本発明は、簡単な構造で、従来の一般的なブッシングと比較して壁体内外の水の
往来を効果的に防ぐことができ、さらに、施工後も配管、配線の着脱およびブッシングの
着脱を容易に行なうことのできるブッシングを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明のブッシングは、壁体の外面から内面まで貫いて設けられた孔に着脱自在に取り
付けられるエラストメリックな中空体からなり、当該中空体が壁体に取り付けられたとき
、前記壁体の貫通孔の内周面に当接する円筒部と、前記壁体の外面側端部に設けられた吸
盤と、前記壁体の内面側端部に設けられた鍔部とを備え、前記円筒体の外径が、前記鍔部
から離れるにしたがって大きくされ、前記吸盤および鍔部に前記円筒体を貫通するように
挿通孔が設けられ、前記円筒体内面が、前記挿通孔の内径に対して、部分的に拡大された
内径を有するように形成されてなることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明のブッシングによれば、簡単な構造で、従来の一般的なブッシングと比較して壁
体内外の水の往来を効果的に防ぐことができる。吸盤部の壁体への吸着力により、壁体と
ブッシング間の隙間を無くすことができるので、外部からの水の侵入を防ぐことができる
。さらに、万一吸盤部と壁体との間に水が侵入した場合も、鍔部により内部への水の侵入
を防ぐことができる。また、挿通孔からの水の侵入に対しては、前記円筒体の内面に空間
が設けられているので、その空間に水を逃がすことができるので、外部からの水の侵入を
防ぐことができる。また、前記円筒体が壁に設けられた孔に対して角度を持つことにより
、壁に設けられた孔とブッシング間の隙間が無くなるので、水の侵入を防ぐことができる
。さらに、施工後も配管、配線の着脱およびブッシングの着脱を容易に行なうことができ
、壁体とブッシングは強固に固定することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明のブッシングの断面図である。
【図２】本発明のブッシングを吸盤側から見た図である。
【図３】本発明のブッシングの一実施の態様を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　次に、添付図面を参照しながら、本発明のブッシングについて説明をする。
図１は、本発明のブッシングの断面図であり、図２は、本発明のブッシングを吸盤側から
見た図であり、図３は、本発明のブッシングの一実施の態様を示す図である。
【００１１】
　図１および図２は壁に取り付ける前の状態を示す図である。図１は取り付け前のブッシ
ングの断面図であり、図２はブッシングを吸盤側から見た図である。１は本発明にかかる
ブッシングであり、２は鍔部であり、３は吸盤であり、４は円筒部であり、Ｓ１はブッシ
ング１の内部の空間であり、Ｈ１およびＨ２は、ブッシング１に設けられた挿通孔である
。本発明のブッシング１は、壁等に設けられた貫通孔に着脱自在に取り付けて固定するこ
とにより、雨水等の水の侵入を防ぐことができる。ブッシング１は、中空体であり、内部
に空間Ｓ１が形成されている。ブッシング１は、ゴム等の弾性素材からなる。弾性素材と
しての材質は、特に限定されないが、コストや強度を考慮して、エラストマー、ＥＰＤＭ
、フッ素ゴム、シリコーンゴム、クロロプレンゴム等が用いられる。
【００１２】
　鍔部２は、ブッシング１を壁に係止するために設けられる。さらに、鍔部２は、外部か
らの水の侵入を防ぐことができる。吸盤３は、壁に取り付けられた状態で雨水等の侵入を
防ぐストッパーの役割をするとともに、吸盤として壁に吸着され、ブッシング１の係止を
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より強固にすることができる。円筒体４の外径は鍔部２から離れるにしたがって大きくさ
れている（すなわち、テーパ状に形成されている）。このように円筒体の本体４ｃがテー
パ状に形成されている（外径が徐々に大きくなる）ことにより、ブッシング１が壁に取り
付けられた状態で壁の孔とブッシング１の間の隙間を完全に塞ぎつつ、円筒体の本体４ｃ
の拡径部が変形し、その復元力によって壁に強固に固定される。円筒体４の本体４ｃは、
中空であるので、柔らかく、貫通孔Ｏｐの大きさにバラツキがあっても、確実に壁Ｗにフ
ィットし、防水性向上に寄与する。円筒体４には、該円筒体４を貫通するように、吸盤３
と鍔部２にそれぞれ挿通孔Ｈ１、Ｈ２が設けられている。挿通孔Ｈ１、Ｈ２の径は、特に
限定されず、ブッシングに通す部材によって、変更することもできる。また、ブッシング
１には、空間Ｓ１が設けられている。空間Ｓ１が設けられていることにより、仮に少量の
雨水等がＨ１側から侵入してきた場合にも空間Ｓ１に水を逃がすことによりＨ２側へ水が
入り込むことを防ぐことができる。
【００１３】
　図２はブッシング１を吸盤側から見た図である。図２を参照すると、本発明のブッシン
グ１は挿通孔Ｈ１側から見ると、円形をしており、挿通孔の外周部の盛上がり状の部分４
ａ、円筒体４の底部４ｂ、吸盤３はそれぞれ円形となっている。
【００１４】
　図３は、本発明のブッシング１を壁Ｗに取り付けた状態を示している。ブッシング１を
取り付けるためにはまず鍔２の側からブッシング１を壁Ｗに設けられた貫通孔Ｏｐに押し
込む。ブッシング１を押し込むことにより鍔２が壁Ｗに設けられた貫通孔Ｏｐを抜けると
鍔２がストッパーの役割を持ち、ブッシング１は壁Ｗに係止される。それと同時に吸盤３
が開く方向に壁から力を受けるのでその反力によって吸盤３から壁方向に力が働き、吸盤
３と壁Ｗとの間を水が通りにくい構造になっている。さらに、吸盤３を壁側に押すと、吸
盤３と壁Ｗと円筒体４との間にできた空間Ｓ２の空気が抜け負圧になるので、大気圧によ
り吸盤３は壁Ｗに吸着する。さらに円筒体４は壁Ｗに対して、上下から力を受けるので、
その反力として円筒体４は壁を上下にそれぞれ押し返す（復元力が発生する）ので、水の
侵入を防ぐことができる。上記のように、ブッシング１は鍔２、円筒体４および吸盤３に
より壁Ｗに強固に固定され、雨水などが壁Ｗとの隙間から入りにくい構造を実現している
。さらに、雨水などがブッシング１の挿通孔Ｈ１側から侵入した場合には、ブッシング１
に設けられた空間Ｓ１に水を逃がすことができるので、挿通孔Ｈ２側への水の侵入を防ぐ
ことができる。さらに、ケーブルなどの配線Ｌをした場合に、外部からの水の侵入を防ぐ
ために、円筒体４の底部４ｂには、盛上り状の部分４ａが設けられている。なお、空間Ｓ
２は、断熱（ｈｅａｔ　ｉｎｓｕｌａｔｉｏｎ）部としても機能する。
【符号の説明】
【００１５】
１　ブッシング
２　鍔部
３　吸盤
４　円筒体
４ａ　盛上がり状の部分
４ｂ　円筒体の底部
４ｃ　円筒体の本体
Ｌ　配線
Ｈ１、Ｈ２　挿通孔
Ｏｐ　貫通孔
Ｓ１、Ｓ２　空間
Ｗ　壁
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